
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
提
出

質

問

第

一

八

号

野
田
内
閣
の
内
閣
官
房
機
密
費
の
情
報
公
開
方
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

塩

川

鉄

也
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野
田
内
閣
の
内
閣
官
房
機
密
費
の
情
報
公
開
方
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書

民
主
党
は
、
二
〇
〇
九
年
の
総
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
お
い
て
、
「
税
金
の
使
い
途
を
す
べ
て
明
ら
か
に
し
て
、
国
民
の

チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
。
」
と
し
、
鳩
山
由
紀
夫
首
相
（
当
時
）
は
、
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
、

「
四
月
か
ら
私
ど
も
と
す
れ
ば
す
べ
て
を
こ
の
支
出
に
対
し
て
は
チ
ェ
ッ
ク
を
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
公
開
を
い
た

す
と
い
う
こ
と
を
実
施
を
し
て
ま
い
り
た
い
。
た
だ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
ぐ
に
公
開
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も

適
当
で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
適
当
な
年
月
を
経
た
後
す
べ
て
が
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
、
今
そ
の
準

備
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
（
二
〇
一
〇
年
三
月
二
三
日
、
参
議
院
予
算
委
員
会
）
と
答
弁
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
答
弁
は
、
鳩
山
内
閣
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
の
後
継
内
閣
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
ず
に
経
過
し
て
き
た
。
そ
う

し
た
な
か
、
藤
村
修
内
閣
官
房
長
官
は
、
三
月
二
五
日
の
大
阪
府
吹
田
市
内
の
講
演
で
官
房
機
密
費
の
使
途
に
つ
い
て
「
三
十

年
か
、
あ
る
期
間
は
公
表
し
な
い
部
分
が
あ
っ
て
も
い
い
が
、
そ
の
先
は
基
本
的
に
は
全
部
公
開
す
る
と
い
う
形
が
あ
り
得

る
」
と
話
し
（
「
東
京
新
聞
」
三
月
二
六
日
付
）
、
翌
二
六
日
の
記
者
会
見
で
は
、
官
房
機
密
費
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
「
透

明
性
を
高
め
て
い
く
観
点
か
ら
一
定
期
間
後
に
公
開
す
る
こ
と
な
ど
含
め
、
引
き
続
き
調
査
し
て
い
る
」
「
私
は
昨
年
九
月
に

こ
の
任
に
つ
い
た
。
一
年
で
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
だ
と
思
う
」
な
ど
の
考
え
を
述
べ
た
（
「
日
本
経
済
新
聞
」
三
月
二
七
日

一



付
）
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
九
月
に
な
る
と
、
藤
村
修
内
閣
官
房
長
官
は
、
「
（
機
密
費
の
）
機
能
維
持
と
透
明
性
の
確
保
の
両

立
は
大
変
難
し
い
と
い
う
の
が
現
時
点
で
の
感
想
だ
」
（
「
東
京
新
聞
」
九
月
二
六
日
夕
刊
）
と
記
者
会
見
で
述
べ
た
こ
と
が

報
じ
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
今
年
、
五
月
に
野
田
内
閣
の
内
閣
官
房
機
密
費
の
情
報
公
開
方
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書
を
提
出

し
た
が
、
今
回
の
内
閣
官
房
長
官
の
会
見
を
う
け
て
、
改
め
て
、
野
田
内
閣
の
内
閣
官
房
機
密
費
の
情
報
公
開
方
針
に
関
し
て

質
問
す
る
。

一

政
権
交
代
以
後
、
民
主
党
政
権
は
、
内
閣
官
房
長
官
が
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
を
い
く
ら
使

用
し
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

野
田
内
閣
は
、
内
閣
官
房
長
官
が
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
を
い
く
ら
使
用
し
た
の
か
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

三

二
〇
一
二
年
度
の
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
に
つ
い
て
、
内
閣
官
房
長
官
が
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
報
償
費

の
国
庫
か
ら
の
支
出
状
況
（
請
求
日
、
支
出
額
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

藤
村
修
内
閣
官
房
長
官
は
、
九
月
二
六
日
の
記
者
会
見
で
、
「
（
機
密
費
の
）
機
能
維
持
と
透
明
性
の
確
保
の
両
立
は
大

変
難
し
い
と
い
う
の
が
現
時
点
で
の
感
想
だ
」
「
各
国
の
関
係
機
関
が
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
非
常
に
慎
重
だ
っ
た
」
な

二



ど
と
述
べ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
（
「
東
京
新
聞
」
九
月
二
六
日
夕
刊
）
。
こ
の
会
見
で
、
藤
村
修
内
閣
官
房
長
官
が

内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
述
べ
た
内
容
の
概
要
を
示
さ
れ
た
い
。

五

藤
村
修
内
閣
官
房
長
官
は
、
九
月
二
六
日
の
記
者
会
見
で
、
「
各
国
の
関
係
機
関
が
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
非
常
に
慎

重
だ
っ
た
」
な
ど
と
述
べ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
何
カ
国
に
照
会
を
行
っ
た
か
、
照
会
を
行
っ
た

各
国
と
は
ど
こ
か
。
ま
た
、
い
つ
照
会
を
行
っ
た
の
か
。
回
答
が
あ
っ
た
国
は
ど
こ
か
、
ま
た
、
い
つ
回
答
が
あ
っ
た
の
か

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

今
年
五
月
の
私
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
三
七
号
）
で
は
、
「
内
閣
官
房
報
償
費
の
使

途
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
は
、
本
年
九
月
頃
を
一
つ
の
目
途
と
し
て

取
り
組
む
と
の
藤
村
内
閣
官
房
長
官
の
考
え
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
在
、
内
閣
官
房
内
閣
総
務
官
室
を
中
心
に
、
論
点
の
整
理

や
諸
外
国
の
状
況
の
把
握
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
。
九
月
は
す
で
に
過
ぎ
て
い
る
。
「
論
点
の
整

理
」
の
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

今
年
五
月
の
私
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
三
七
号
）
は
、
藤
村
内
閣
官
房
長
官
が
、
官

邸
で
行
っ
た
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
内
閣
官
房
報
償
費
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
に
つ
い
て
、
内
閣
が
行
う
情
報
収

三



集
等
の
活
動
の
協
力
者
と
の
関
係
に
十
分
配
慮
す
る
な
ど
内
閣
官
房
報
償
費
の
機
能
を
維
持
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
透
明
性

を
高
め
て
い
く
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
諸
外
国
の
状
況
等
も
参
考
に
、
一
定
期
間
後
に
公
開
す
る
こ
と
も
含
め
、
検
討
を
進

め
る
旨
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
内
閣
官
房
長
官
に
就
任
し
て
一
年
に
当
た
る
本
年
九
月
頃
を
一
つ
の
目

途
と
し
て
取
り
組
む
と
の
考
え
を
述
べ
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
で
に
十
月
を
過
ぎ
た
が
、
九
月
頃
を
目
途
と

す
る
取
り
組
み
に
よ
っ
て
「
内
閣
官
房
報
償
費
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
」
は
、
何
か
前
進
し
た
か
。
以
前
と
比
較
し

て
、
「
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
」
に
お
い
て
、
改
善
さ
れ
た
点
が
あ
れ
ば
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

私
は
、
五
月
の
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
「
改
め
て
、
野
田
内
閣
と
し
て
の
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
の
透
明
性
の

確
保
を
図
る
方
策
、
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
の
方
針
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
」
と
質
問
し
た
。
答
弁
書
は
、
「
野
田
内
閣
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
内
閣
官
房
報
償
費
の
取
扱
責
任
者
で
あ
る
藤
村

内
閣
官
房
長
官
が
、
責
任
を
持
っ
て
こ
れ
を
執
行
し
、
そ
の
使
途
等
を
検
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
内
閣
官
房
報
償
費

の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
」
と
し
て
い
た
。
そ
の
「
内
閣
官
房
報

償
費
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
」
の
検
討
の
目
途
と
さ
れ
た
九
月
は
、
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
。
九
月
ま
で
の
検
討
に
基

づ
い
て
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
「
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
」
を
進
め
る
の
か
。
そ
の
内
容
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
期
限
を

四



明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


